
おおい町
名田庄地区

自然災害等により孤立した場合の対応（福井県）

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

Ø UPZ内では、全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
Ø UPZ内の半島部において、自然災害の発生等により住民が孤立した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）や漁港を活用し、

空路や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護施設を含む屋内退避施設にて屋内退
避を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

Ø UPZ内の中山間地域においても、集落へのｱｸｾｽ道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）を
活用し、空路による避難を実施。

Ø また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の
道路交通の確保に努める。

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：港湾

：放射線防護施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

半島部 該当地区名 整備場所

大島半島 おおい町大島地区
大島漁港（はまかぜ交流セ
ンター西側）

内外海半島 小浜市内外海地区 泊区内場外離着陸場

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

中山間地域 該当集落名 整備場所

おおい町名田庄地区 槇谷、虫鹿野、虫谷、木谷、堂本 名田庄中学校グラウンド

小浜市口名田地区 西相生、奥田縄、須縄 口名田小学校グラウンド

〃 遠敷地区 上根来、下根来 遠敷小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 熊川小学校グラウンド

うち と み

つね がみ にしうら

な た しょう まきだに むし が の むしだに き だに どう もと

くち な た にし あい おい おく だ の す の

おにゅう かみね ご り しも ね ご り

くまがわ こ う ち

Ｈ

常神漁港駐車場
岬小学校・三方中学校岬分校

放射線防護施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

＜ＵＰＺ内半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ内中山間地域における臨時ヘリポート整備箇所＞

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

常神漁港

小川漁港

遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

中山間地域（例） おおい町名田庄地
区

堂本
槇谷

虫鹿野
木谷
虫谷

Ｈ

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

名田庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約770人）

名田庄体育館
屋内退避施設

（収容可能者数：約650人）

わか さ み かた

おおしま

み かた

おおしま

うち と み

おおしま

とまり

つねがみ

な たしょう

くち な た

おにゅう

くまがわ

つねがみ

な た しょう

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）

名田庄中学校
グラウンド

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体

の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施 76



京都府におけるUPZ内の学校・保育所等の防護措置

教育機関数
（機関）

児童・生徒
数（人）

保育所・
幼稚園等

５０ ３，５１６

小学校 ３２ ５，８２５

中学校 １５ ２，９５７

高等学校 ９ ３，２９２

専修学校 ３ １６１

特別支援学
校 ４ １，０７７

合 計 １１３ １６，８２８

ＵＰＺ内の教育機関数

※ 平成２８年５月１日時点

Ø 京都府では、警戒事態発生時に、UPZ内に位置する保育所・幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等毎に校長等
を本部長とする学校原子力災害対策本部等を設置する。

Ø 学校原子力災害対策本部等は関係市町原子力災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示により警戒事態に
おいて、学校等の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）し、児童等の帰宅又は保護
者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに保護者への引き渡しを完了する。

Ø 引き渡しができない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町原子力災害対策
本部等から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者に引
き渡す。

国原子力
事業者

引き渡し

関係市町・
教育委員会

校内に災害対策本部等を設置

保護者への連絡及び引き渡しの実施

屋内退避指示

京都府

全面緊急事態までに引き渡しを完了

引き渡しが出来なかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校等における原子力防災マ
ニュアル」によって行動開始教育機関

保護者

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

連絡・指示

77



京都府におけるUPZ内の医療機関・社会福祉施設の避難先

Ø 京都府では、ＵＰＺ内にある全ての医療機関、社会福祉施設（80施設3,416人）については、国の原子
力災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、京都府災害時要配
慮者避難支援ｾﾝﾀｰの調整により確保。

Ø ＵＰＺ内にある全ての医療機関、社会福祉施設において個別の避難計画を策定済み。

施設区分 施設数
入所者数

（人）

医療機関（病院・有床診療所） １３ １，０４７

社会福
祉施設

介護保険施設等 ４６ １，９１１

障害福祉サービス
事業所等

１８ ３４０

児童養護施設等 ３ １１８

小 計 ６７ ２，３６９

合 計 ８０ ３，４１６

受入候補施
設数

受入可能人
数（人）

３３ 約１，５４０

１３５ 約１，６４０

２２ 約３３０

９ 約１３０

１６６ 約２，１００

１９９ 約３，６４０

＜ ＵＰＺ内 ＞ ＜ ＵＰＺ外 ＞

※ 社会福祉施設については同種の施設への避難が基本であるが、医療ケアが必要な約１４４人については医療機関へ搬送
※ 平成２８年６月１日現在
※ 京都市他府内市町に避難先を確保

受入先調整
（京都府災害時要
配慮者避難支援

センター）
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京都府災害時要配慮者
避難支援センター

①：災害時要配慮者避難支援センターから受入れ先・避難元双方の医療
機関・社会福祉施設へ、災害に関する情報を提供

②：避難元医療機関・社会福祉施設からセンターへ、避難者数及び必要な
移送手段を報告

③：センターによる受入先の状況確認及びマッチングの実施

④：センターと京都府原子力災害対策本部において調整の上、必要な輸送手段を確保

⑤：センターと京都府原子力災害対策本部による移送等の避難実施に
ついての協議・調整

⑥：センターから受入先・避難元双方の医療機関・社会福祉施設へ、避
難方針を連絡

⑦：避難の実施

京都府における医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

Ø 京都府では、一時移転等の防護措置が必要になった場合、京都府原子力災害対策本部内に設置
される京都府災害時要配慮者避難支援ｾﾝﾀｰが受入れに関する調整を速やかに実施。

京都府原子力災害対策本部

受入先確保のマッチングフロー

①

②

社会福祉施設医療機関 社会福祉施設医療機関

⑤

①

③

⑦

⑥ ⑥

④

避難元 避難先

※ 事態の規模、時間的な推移に応じて、早期の段階で避難等の予防的防護措置をとる場合に備えて、UPZ内の医療機関・社会福祉施設を対象に避難時の対応についての具体化・充実化を行っていく。

※ 京都市他府内市町に避難先を確保 79



京都府のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

Ø 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災行政無線、広報車、緊

急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時移転等を実施。

Ø 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった場合、関係市

町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な在宅の避難行動要支援者は京都府災害時要配慮

者避難支援ｾﾝﾀｰに依頼し避難先を確保。

Ø 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、関係市町職員、

自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

ＵＰＺ内（人） ＵＰＺ内（人）

舞鶴市 5,530（2,968）
ふく ち やま し

福知山市 57（10）

綾部市 690（690） 宮津市 1,196（518）

南丹市 798（798） 伊根町 9（9）

京丹波町 845（845） 合計 9,125（5,838）

ＵＰＺ内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

※ （ ）内は支援者有り
※ 平成２９年１月現在
※ 京都市他府内市町に避難先を確保

同居者・支援者

関係市町職員
・消防団員等

連絡等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

防災行政無線・広報車、緊急速報ﾒｰﾙ
ｻｰﾋﾞｽ・ＴＶ・ラジオ等による情報提供

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等

移動

支援センターが手配した避難施設

避難先 福祉避難所等

ま い づ る し

あや べ し

なん たん し

きょう たん ば ちょう

い ね ちょう

みや づ し
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京都府におけるUPZ内の一般住民の防護措置

Ø 国の原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、OIL１に該当すると特定された区域
及びOIL２に該当すると特定された区域に対し一時移転等を指示。

Ø 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該区域の関係市町原子力災害対策本部等より、防災
行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

Ø 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
Ø 京都府では、渋滞抑制の観点から、原則ﾊﾞｽによる移動を実施。

＜ＵＰＺ内市町の避難先＞

※ 平成29年4月1日時点

市町名 府内避難先 府外避難先

舞鶴市
83,537人

京都市、宇治市、城陽市、
向日市

兵庫県
神戸市、尼崎市、 西宮市、淡路市

（合計67,111人）

徳島県
鳴門市、松茂町、北島町

（合計16,426人）

綾部市
8,502人

福知山市、亀岡市

兵庫県

相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、
太子町、佐用町

（合計8,502人）

南丹市
3,699人

南丹市内
洲本市、南あわじ市

（合計3,699人）

京丹波町
3,070人

京丹波町内
芦屋市

（合計3,070人）

福知山市
464人

福知山市内
上郡町

（合計464人）

宮津市
18,538人

福知山市、京丹後市、与謝野町、
長岡京市、八幡市、京田辺市、
木津川市

明石市、加古川市、高砂市
（合計18,538人）

伊根町
1,413人

京丹後市、精華町
稲美町、播磨町

（合計1,413人）

関係市町原子力災害対策本部等

屋内退避

※自家用車で移動を
行わない者は、集合
場所に集まり、バス
等より移動

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

まい づる し

あや べ し

なん たん し

きょうたんば ちょう

ふく ち やま し

みや づ し

い ね ちょう

一時移転等の指示
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まい づる し

舞鶴市におけるUPZから避難先施設までの主な経路

長田野公園体育館

UPZ PAZ【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な府外経路②（鳴門市、松茂町、北島町）】
府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動
車道→神戸三田IC→六甲北有料道路→神戸北IC→山陽自動車道
→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→鳴門北IC

【主な府外避難経路① （神戸市、尼崎市、西宮市、淡路市） 】

国道27号→府道28号→舞鶴東IC →舞鶴若狭自動車道→吉川JCT →中
国自動車道→（神戸市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路、尼崎市・西宮市：
宝塚ＩＣ→県道42号線、淡路市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路→神戸北
IC→山陽自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→淡路ＩＣ）

三段池公園

【広域避難先(府内避難）】
京都市・宇治市・城陽市・向日市

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、三笠、倉梯、

倉梯第二、与保呂、中舞鶴、余内、明倫＞

京都市（京都市東山青少年活動セン
ター、他119か所）
＜池内、中筋、由良川＞

宇治市（伊勢田小学校、他36か所）
＜高野、福井＞

城陽市（寺田南小学校、他19か所）
＜吉原、岡田＞

向日市（勝山中学校、他7か所）
※避難元地区はいずれも小学校区表記

し らく あせ く くら はし

くら はし よ ほ ろ あまうち

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

丹波自然運動公園

【主な避難経路】

国道２７号→舞鶴西ＩＣ→舞鶴若狭自動車
道→綾部ＪＣＴ→京都縦貫自動車道→京
丹波みずほＩＣ→国道１７３号→国道９号
→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→沓掛ＩＣ

舞鶴市

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄ
を活用し避難を実施。

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、中舞鶴、与保呂､
池内、高野＞

神戸市（東灘体育館、他71か所）

＜余内、吉原､明倫＞
尼崎市（中央地区会館、他59か所）

＜中筋、池内、福井、由良川、岡田＞
西宮市（勤労会館、他50か所）

＜高野、岡田＞
淡路市（岩屋体育センター、他5か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

【広域避難先（府外避難）】
徳島県

＜倉梯、倉梯第二＞
鳴門市（市立大津西小学校屋内運動場、他30か所）

＜三笠＞

松茂町（松茂町役場、他9か所）

＜倉梯第二＞

北島町（北島町総合庁舎内（公民館）、他19か所）
※避難元地区はいずれも小学校区表記

し らく あせ く よ ほ ろ

あまうち

くら はし

まつしげちょう

きたじまちょう
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【主な避難経路】

国道１７５号→府道５５号→国道９号
→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→大
山崎ＪＣＴ→京滋バイパス→宇治西ＩＣ



綾部市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
あや べ し

三段池公園

PAZ

UPZ

【広域避難先(府外避難)】
〈奥上林〉

佐用町（上月体育館、他1か所）
〈中上林〉

太子町（町民体育館、他7か所）
〈口上林、東八田〉

たつの市（御津体育館、他2か所）

〈山家、吉美〉

相生市（市民体育館、他4か所）
〈西八田〉

赤穂市（赤穂市民総合体育館、他1か所）
〈物部、志賀郷〉

宍粟市（一宮保険福祉センター、他16か所）

【広域避難先（府内避難）】
亀岡市

＜奥上林、中上林、口上林、山家、東八田、

吉美、物部＞

亀岡市（亀岡高等学校、他51か所）

【広域避難先（府内避難）】
福知山市

＜奥上林、中上林、口上林、山家、東八田、

西八田、吉美、物部、志賀郷＞

福知山市（福知山高等学校、他22か所）

【主な府外避難経路（佐用町）】
府道1号→国道27号→府道74号→綾部IC →
舞鶴若狭自動車道→吉川JCT →中国自動車
道→佐用IC →国道373号国道179号

さ よう

たいし

あいおい

あこう

しそう

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な避難経路①】
府道490号→府道9号→府道55号

おくかんばやし なかかんばやし くちかんばやし や ま が ひがし や た

にし や た き み ものべ しがさと

おくかんばやし なかかんばやし くちかんばやし やまが ひがしやた

き み ものべ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

綾部市中央公民館

丹波自然運動公園

【主な避難経路②】
府道1号→国道27号→京丹波わちIC→京都
縦貫自動車道→京丹波みずほIC→国道173
号→国道9号→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道
→亀岡IC

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。
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綾部市



南丹市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
なん たん し

PAZUPZ

【広域避難先（市内避難）】

南丹市内
＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋、大野、

宮島＞

（園部北部コミュニティセンター、他12か所)

【主な府外避難経路（洲本市）】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173号→国道372
号→県道306号→丹南篠山口IC →舞鶴若狭自動車道→吉川JCT →
中国自動車道→神戸三田IC →六甲北有料道路→神戸北IC →山陽
自動車道→三木JCT → 山陽自動車道→神戸西IC →神戸淡路鳴門
自動車道→洲本IC

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋（内久保、大

内、荒倉、野添、安掛）＞

洲本市（洲本市文化体育館 他8か所)

＜平屋（深見、長尾、又林、上平屋、下平屋）、大野、宮島＞

南あわじ市（阿那賀地区公民館、他8か所）

丹波自然運動公園

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な避難経路】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号

あがけ

ち いとよさともりさと

す もと し

またばやし

のぞえ

あ な が

ち いもりさと とよさと

そのべ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

南丹市

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

84



京丹波町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
きょう たん ば ちょう

丹波自然運動公園

UPZ

PAZ

【広域避難先（町内避難）】

京丹波町内
＜中山、升谷、市場、大倉、篠原、大迫、長瀬、塩

谷、上乙見、下乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟

野、仏主、本庄、坂原、中、角、広瀬、才原、大簾、

広野、出野、稲次、安栖里、小畑＞

（下山小学校体育館、他16か所）

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

〈中山、升谷、市場、大倉、篠原、大迫、長瀬、塩谷、上

乙見、下乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主、

本庄、坂原、中、角、広瀬、才原、大簾、広野、出野、稲

次、安栖里、小畑〉

芦屋市（県立芦屋高等学校、他18か所)

【主な府外避難経路】
国道27号→丹波IC →京都縦貫自動車道→大山崎JCT
→名神高速道路→吹田JCT →西宮IC →国道43号

あし や し

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

あ せ り

ますたに しのはら おおさこ

かみ おと み しも おと み にしかわうち しも あわ の ほそたに かみあわ

の ほど す さかばら さいばら

いなつぎいで の

おおみす

おばた

かみ

しも おと み にしかわうち しも あわ の ほそたにおとみ ほど す

さかばら さい ばら

ますたに しのはら おおさこ

おおみす いで の いな

つぎ あ せ り お ばた

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

【主な避難経路】
府道51号→府道12号→国道27号→国道9号

京丹波町
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福知山市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
ふく ち やま し

UPZ

PAZ【広域避難先（市内避難）】
福知山市内

＜二箇下、高津江、市原、二箇上、三河＞

（福知山市武道館、他1か所)

【主な府外避難経路】
府道9号→国道175号→国道9号→国道312号→和
田山IC →播但連絡有料道路→山陽姫路東IC →
山陽自動車道→龍野西IC →県道93号→県道5号

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

〈二箇下、高津江、市原、二箇上、三河〉

上郡町（上郡町スポーツセンター)

三段池公園

かみごおりちょう

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

に か かみに か しも そう ご

に か かみに か しも そう ご

いちわら

いちわら

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

福知山市

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【主な避難経路】
国道175号又は府道55号

86


	高浜地域の緊急時対応�（全体版）改定
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	2．高浜地域の概要
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	3．緊急事態における対応体制
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	5．PAZ内の全面緊急事態�における対応
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	6．UPZ内における対応
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	スライド番号 86
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	スライド番号 92
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	スライド番号 95
	スライド番号 96
	スライド番号 97
	スライド番号 98
	スライド番号 99
	7．放射線防護資機材、物資、�燃料備蓄・供給体制
	スライド番号 101
	スライド番号 102
	スライド番号 103
	スライド番号 104
	スライド番号 105
	スライド番号 106
	スライド番号 107
	スライド番号 108
	スライド番号 109
	スライド番号 110
	スライド番号 111
	スライド番号 112
	スライド番号 113
	スライド番号 114
	スライド番号 115
	スライド番号 116
	スライド番号 117
	スライド番号 118
	8．緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制
	スライド番号 120
	スライド番号 121
	スライド番号 122
	スライド番号 123
	スライド番号 124
	スライド番号 125
	スライド番号 126
	スライド番号 127
	スライド番号 128
	スライド番号 129
	9．原子力災害時の医療の実施体制�（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
	スライド番号 131
	スライド番号 132
	スライド番号 133
	スライド番号 134
	スライド番号 135
	スライド番号 136
	スライド番号 137
	スライド番号 138
	スライド番号 139
	スライド番号 140
	スライド番号 141
	10．国の実動組織の支援体制
	スライド番号 143
	スライド番号 144
	スライド番号 145
	スライド番号 146
	スライド番号 147

